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「地域医療対策協議会」の実効性確保（医師需給分科会） 
資料５ 

〇 都道府県によっては、 
  ・ 医師確保に関する同様の議題を議論する会議体が複数存在している。 
  ・ 医師確保に関する各会議体間の連携が乏しく、類似の重複した検討が行われている場合がある。 

現状・課題 

〇 地域医療対策協議会については、医師確保計画において定められた各種対策を実施するに当たり、関係者が協議・調整を行う協議機    
 関と位置付ける。 

〇 これに伴い、地域医療対策協議会の構成員について見直しを行い、具体的な医師確保対策の実施を担う医療機関を中心に構成するよ 
 う、都道府県に対して改組することを促す。 

〇 併せて、地域医療対策協議会以外の医師確保に関する各種会議体（へき地医療支援機構、専門医協議会）については、議論や構成員 
 の重複を避けるために、その機能を地域医療対策協議会に移管し、原則として廃止する。 

〇 ただし、都道府県によって特別の事情がある場合には、それらの会議体を地域医療対策協議会のワーキンググループなどとして存続さ 
 せることも可能とする。 

制度改正案 

■ 地域医療対策の推進に関する各種会議体の設置根拠 
会議体 設置根拠 参照条文 

都道府県医療審議会 法定 【医療法 第71条の2】 権限に属させられた事項のほか、都道府県知事の諮問に応じ、医療提供
体制の確保に関する重要事項を審議 

地域医療対策協議会 法定 【医療法 第30条の23第1項】 救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道
府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め公表 

地域医療支援センター 都道府県事務（努
力義務）として法定 

【医療法 第30条の25第1項】 地域医療対策を踏まえ、地域において必要とされる医療を確保す
るために事務を実施 

へき地医療支援機構 予算要綱 

新たな専門医の仕組みに
おける都道府県協議会 通知 
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